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【別表】№4 指定交換部品 

各機器の該当部分について部品交換を実施すること。 

交  換  部  品 数量 
対象号機 

NO.1 NO.2 共通 

ガスタービンエンジン 

【パッケージ内外】 

①主潤滑油フィルタ 1個 1 ― ― 

②プレポスト潤滑油フィルタ 1個 1 ― ― 

③始動弁メンテキット 2個 1 1 ― 

④配管清掃用ガスケット 2式 1 1 ― 

⑤アモット弁メンテキット 1式 ― 1 ― 

⑥PRV用メンテキット 1個 ― 1 ― 

⑦定差圧弁用ダイアフラム 1個 ― 1 ― 

⑧定差圧弁メンテキット 1個 ― 1 ― 

⑨G/B用回転計ピックアップ ※１ ２式 1 1 ― 

【ガス漏れ検知器】 ①センサー、 シリコン除去フィルタ 1式 ― ― 1 

【ガス燃料供給装置】 ①フィルタ付き減圧弁 １式 ― ― 1 

②リーマボルト 1式 ― ― 1 

【純水装置】 

①エレメント、活性炭５０Ｌ 1式 ― ― 1 

②フィルタエレメント（500ml） 1本   1 

②制御盤内リレー 1式 ― ― 1 

③カートリッジ純水器 

（工場に返送して再生） 

1本 ― ― 1 

④純粋系統、逆止弁① ※1 5個   5 

⑤純粋系統、逆止弁② ※1 1個   1 

【潤滑油】 ①エーロシェルタービンオイル 500 ※1 1式   1 

 

※１については、保守点検時に交換の必要があると検査員が判断した場合に交換する。未交換の場合は予備品

とする。それら部品の交換、未交換に関わらず、作業費は変わらないものとする。 


